
愛知県固定資産取扱要領（事業用資産及びインフラ資産等） 

 

第１ 趣旨 

この要領は、愛知県財務諸表作成基準に基づき、貸借対照表に計上する固定資産（事業用資産及びイン

フラ資産等）の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 資産区分 

 １ この要領で規定する資産の範囲は、次表のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 主な資産区分の説明 

  (1) 資産  

過去の取引又は事象の結果として愛知県が支配する資源（県所有の資産ではないが、その取得か

ら維持管理までを通常の県資産と同様に行っている資産を含むものとする。）であって、それにより

愛知県のサービス提供能力又は将来の経済的便益が期待されるものをいう。 

  (2) 本資産  

建設仮勘定及び無形固定資産仮勘定（以下これらを「仮勘定」という。）以外の資産をいう。土地

及び権利については取得したもの、それ以外の建物や工作物等については事業に供する状態で取得し

たものとする。なお、ここでいう取得とは、納品検査や完了検査等を経て愛知県が引渡しを受けるこ

と等をいう。 

  (3) 仮勘定   

本資産を取得するまでに要した支出を資産として計上するための勘定科目をいう。取得する本資産

が有形固定資産の場合は建設仮勘定として、無形固定資産の場合は無形固定資産仮勘定として計上す

る。 

  (4) 事業用資産 

地方自治法第 238 条第１項第１号から第５号に定める公有財産のうち、インフラ資産に属するも

事業用資産 インフラ資産 

  

 

 

有形固定資産  有形固定資産 

 土地  土地 

建物 建物 

工作物 工作物 

立竹木 建設仮勘定 

船舶 無形固定資産 

浮標等  地上権 

航空機 無形固定資産仮勘定 

建設仮勘定 投資その他の資産 

無形固定資産  その他債権等（信託受益権） 

 地上権  

特許権 

ソフトウェア 

無形固定資産仮勘定 

その他無形固定資産 



のを除いたものに、ソフトウェアを加えたものいう。なお、仮勘定を含む。 

  (5) インフラ資産 

住民の社会生活の基盤となり、道路や橋梁、下水道施設、河川など、必要不可欠なネットワーク

構成から成り立つもので、代替的利用ができない、移動させることできない、処分に関して制約を受

ける等の特質をもつ公共施設をいう。ただし、施設構成に必要な無形固定資産を含める。なお、仮勘

定を含む。 

  (6) 有形固定資産 

固定資産のうち、物理的な形状をもった有体物をいう。 

  (7) 無形固定資産 

固定資産のうち、有体物としての実体がないものをいう。 

  (8) 建物 

土地に定着する屋根及び柱若しくは壁を有している建築物で、建築物と一体となって機能を発揮

する照明装置、給水施設、排水施設、冷暖房装置、昇降機等の建物附属設備を含む。 

  (9) 工作物 

建物以外の土地に定着する人工物をいう。 

  (10) 立竹木 

集団樹木のうち、林齢が管理され、かつ市場性をもつスギ及びヒノキをいう。 

  (11) 船舶 

船舶法の定める船舶登記ができる総トン数 20 トン以上のものをいう。なお、総トン数 20 トン未

満かつ取得金額が 100 万円以上のものは重要物品となる。 

  (12) 浮標等 

浮標、浮桟橋及び浮ドックをいう。 

  (13) ソフトウェア 

業務の効率化を図るために、委託料にて開発・購入した取得価額が 100 万円以上のものをいう。

ただし、基本設計等のみの支出額が 100 万円未満であっても、システム完成までに 100 万円以上の

支出が見込まれるものについては対象とする。なお、物品として登録されるもの、ハードの制御装

置等として建物や工作物と一体的に機能するもの及び研究開発用のものは除く。 

  (14) その他無形固定資産 

地役権、鉱業権、温泉権、意匠権、商標権、育成者権等をいう。 

 

第３ 資産の管理単位 

別紙１のとおりとする。 

 

第４ 資産評価の考え方 

 １ 資産の評価基準  

取得原価主義とする。取得原価主義とは、その資産の取得のために支払った金額（取得価額）を基礎

として貸借対照表に計上し、評価替えは行わないとする方法である。 

ただし、立竹木については経過年数とともに価値が高まっていく資産であるため、評価替えを行うこ

ととする。 

なお、本要領制定時における資産評価は、公正価値評価により行う。公正価値評価とは、現時点で再

度その資産を取得した場合に要する金額を基に評価する方法である。 

 ２ 無償にて取得した資産の取扱い 



次により算出した時価見積額を取得価額として計上する。 

  (1) 土地については、近傍類似地の取引事例価格、地価公示価格、地価調査基準地価格等を参考にして

算出した寄付受納時の時価見積額 

  (2) その他の資産については、工事費等から経過年数分の減価償却累計額を差し引いた時価見積額又は

寄付受納時の時価見積額 

 ３ その他債権等（信託受益権）は、１に準じて資産評価する。 

 

第５ 資産計上における取り決め 

 １ 資産計上すべき支出  

第３の最小単位で管理する資産（以下「単位資産」という。）に着目し、以下の場合において要した

支出を資産計上する。 

  (1) 単位資産を取得（交換等による取替を含む。）したとき。 

  (2) 単位資産に対して機能の向上等の資産価値を高めたとき。 

  (3) (1)及び(2)における取得価額は、取得時点での取引価格（購入代価等）だけでなく、その資産を取

得するために要した付随的支出（付随費用）も含めることとする。 

２ 資本的支出 

(1) １(2)については、基となる単位資産に対して行われる資産価値を高める支出であり、資産の数量

増減を伴わないが資本的支出として資産計上する。 

(2) 資本的支出に係る当初設計書の金額が、調査業務や設計業務においては 100 万円未満、工事にお

いては 250 万円未満の場合は、資産計上しないことも可とする。なお、ソフトウェアについては設計

や製造等に係る当初設計書の金額が 100 万円未満の場合は、資産計上しないことも可とする。 

３ 本資産を取得するまでの取扱い 

本資産を取得するまでの間、その取得に要した支出は付随費用を含め仮勘定として計上し、本資産を

取得した時点で仮勘定の精算を行い、本資産への振替えを行う。 

４ 費用計上すべき支出 

   単位資産の取得（交換等による取替を含む。）以外の以下の支出等については、資本的支出に係るもの

を除き、行政コスト計算書に費用として計上する。 

  (1) 単位資産が複数の部品等から構成される資産に対して、一部の部品等の取替（部分的取替）等に要

した支出 

  (2) 清掃、保守、草刈り、浚渫等の日常の維持管理に要した支出 

  (3) 既存施設の撤去解体に要した支出 

 

第６ 減価償却  

 １ 減価償却の対象資産 

土地、立竹木、仮勘定、用益物権（地上権、地役権、鉱業権、温泉権等）、著作権及びその他債権等

（信託受益権）以外の資産については、償却資産として減価償却を行う。 

 ２ 耐用年数 

  (1) 新規に償却資産を取得した場合 

別紙１に定める耐用年数を適用する。 

  (2) 資本的支出を行った場合 

基となる単位資産と同じ耐用年数を適用する。この場合、償却資産を新たに取得したものとして減

価償却を行う。 



  (3) 中古資産を取得した場合 

次の区分に応じ、それぞれ定める年数（その年数が２年未満の場合は２年とする。）のとおりとす

る。 

   ア 別紙１の耐用年数の全部を経過したもの（経過したと想定されるもの） 

別紙１の耐用年数×２０％ （小数点以下切り捨て） 

   イ 別紙１の耐用年数の一部を経過したもの 

（別紙１の耐用年数－経過年数）＋経過年数×２０％ （小数点以下切り捨て） 

 ３ 減価償却費の計算 

定額法とする。なお、その計算は月単位とし、毎月末にて行うものとする。 

 ４ 減価償却の開始時期 

資産を取得した当月から減価償却を開始する。 

 ５ 耐用年数を経過した場合の残存価額 

有形固定資産については備忘価額として１円を計上し、無形固定資産については０円とする。 

 

第７ 資産の異動 

  貸借対照表の資産額（取得価額及び減価償却累計額（立竹木にあっては評価額）をいう。）が増減する場

合は、異動として取り扱うこととし、会計上の異動区分は以下のとおりとする。 

 １ 異動区分 

異動区分 説明 

（１） 購入 購入による資産の増 

（２） 受贈 寄付等による資産の増 

（３） 除却 取壊し、撤去、権利の消滅等による資産の減 

（４） 売却 売却及び減額譲渡による資産の減 

（５） 譲与 無償譲渡による資産の減 

（６） 交換 交換による資産の増・減 

（７） 勘定科目変更 勘定科目（資産区分）の変更（仮勘定精算を除く） 

（８） 管理事業等変更 会計、部局及び管理事業の変更 

 (９) 仮勘定精算 仮勘定から本資産への振替え 

（10） 仮勘定整理 
契約単位における仮勘定の確定（契約完了前に仕訳を

行い費用となる額を仮勘定から減じる行為） 

（11） 減価償却 減価償却費（減価償却累計額）の増 

（12） 立竹木評価差額 立竹木の評価による資産の増・減 

（13） 過年度損益修正 過年度における資産の増・減（当年度認識） 

 

 ２ 異動における仕訳 

別紙２のとおりとする。 

 ３ 資産を喪失した場合の取扱い 

取壊し、売却、譲与等により資産を喪失した場合は、資産額（取得価額及び減価償却累計額（立竹木

にあたっては評価額）をいう。）を以下のとおり取り扱う。 

  (1) 単位資産を喪失した場合は、資産額を減じる。 

  (2) 単位資産が複数の部品等から構成される資産に対して、部分的取替等により一部の部品等を撤去等



した場合は、資産額は減じない。ただし、当該部分的取替等が単位資産の全部の撤去に相当するもの

と認められる場合は、(1)に準じて資産額を減じる。 

 

第８ 資産を管理するシステム 

資産を管理するシステムは以下のとおりとする。 

システム名 対象資産 システム所管課 

公有財産管理システム 

建設部土木系資産を除く事業用資産・インフ

ラ資産の有形・無形固定資産、その他債権等

（信託受益権） 

総務部財産管理課 

建設資産管理システム 建設部土木系資産の有形・無形固定資産 
建設部建設企画課 

建設行政情報システム 上記建設部土木系資産のうち、仮勘定 

備考 建設部土木系資産とは、道路施設、河川施設、砂防施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止

施設、港湾施設、漁港施設、海岸保全施設（建設・運輸・漁港海岸）、下水道施設及び都市公園施

設をいい、各施設の敷地を含む。 

 



別紙１

【構成】

１　有形固定資産　土地 　
　

２　有形固定資産（事業用資産（建設局及び都市・交通局土木系資産を除く））

２－１ 建物

２－２ 建物附属設備

２－３ 工作物

２－４ 立竹木

２－５ 船舶

２－６ 浮標等

２－７ 航空機

３　有形固定資産（インフラ資産と建設局及び都市・交通局土木系資産における事業用資産）

３－１ 空港施設

３－２ 土地改良施設（頭首工施設）

３－３ 道路施設

３－４ 河川施設

３－５ 砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止施設

３－６ 港湾施設

３－７ 漁港施設

３－８ 海岸保全施設

３－９ 下水道施設（公営企業会計に係るものを除く。）

３－１０ 都市公園施設（事業用資産）

３－１１ 道路交通法上の工作物

３－１２ 防災空港施設

４　無形固定資産

５　その他債権等（信託受益権）

資産の管理単位と耐用年数



１　【土地】

細目 数量単位 耐用年数

－ ㎡ －

資産の管理単位

土　地



２－１　【建物】

コンクリートブ
ロック造

鉄骨コンクリー
トブロック造

れんが造

石造

事務所建 ㎡

試験場建 ㎡

校舎建 ㎡ 47 34 38 20 27 22

病院建 ㎡ 39 29 36 15 24 17

講堂建 ㎡ 47 34 38 20 27 22

公舎建 ㎡

公営住宅建 ㎡

競技場 ㎡

野球場 ㎡

競馬場 ㎡

競輪場 ㎡

工場建 ㎡ 38 31 34 14 24 15

車庫建 ㎡ 25 17

倉庫建 ㎡ 24 15

温室 ㎡ 24 15

酪農舎 ㎡ 25 17

資産の管理単位 例示

15

24雑屋建
あずまや、プール附属棟、ボイ
ラー室、ポンプ室、屋外便所、自
転車置場、渡り廊下

㎡

38

県営住宅

武道場、弓道場

15

温室

牛舎、鶏舎

競輪場

実習場

車庫

倉庫、物置、体育器具庫

38

31 34

各種試験場、研究所、測定所

教室棟、学校の管理棟

病院

20 2747

38

34

30

鉄筋コンク
リート造

木造モルタ
ル

土蔵造

野球場スタンド、野球場本部席

競馬場

41 22

体育館、講堂

職員宿舎、待機宿舎

庁舎、警察署、公番、試験場など
の管理棟

22

数
量
単
位

構造種別ごとの耐用年数

鉄骨鉄筋コ
ンクリート造

鉄骨造

2450

軽量鉄骨造 木造

鉄骨コンク
リート造



２－２　【建物附属設備】

資産の管理単位 数量単位 耐用年数

照明装置 式 20

通信装置 式 20

電信装置 式 20

給水施設 式 25

排水施設 式 30

浄化装置 式 30

冷暖房装置 式 20

昇降機 基 30

消火装置 式 20

式 18

式 10

対象設備

給水設備、雑用水設備、貯槽

主として金属製のもの
上記のもの以外のもの及び上記の区分によらないもの

その他電気設備：幹線設備、動力設備、コンセント設備、時計設備、防犯設備、
受変電設備、発電設備、構内配電線路等

消火設備、火災報知設備等

20

30

その他給排水設備：給湯設備、衛生器具設備、ガス設備、雨水利用散水設備等

空調設備、換気設備、配管設備、ダクト設備、自動制御設備等

エレベーター及びエスカレーター

電話設備、電話配管配線設備等

式

式雑工作物

排水設備、排水通気設備

浄化槽

電灯設備

LAN設備、テレビ共同受信設備、放送設備、インターホン設備、トイレ呼出設備等

その他のもの



２－３　【工作物】

資産の管理単位 数量単位 耐用年数

10

30

40

50

10

15

30

給水施設 式 25

排水施設 式 30

築庭 個 20

10

20

40

50

15

10

照明装置 式 20

冷暖房装置 式 20

浄化装置 式 30

消火装置 式 20

通信装置 式 20

煙突 基 35

貯槽 個 25

45

60

15

40

60

15

30

50

30

75

60

10

30

ｍ

門

囲障

池井

舗床

鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの

鉄筋コンクリート造

式

鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの

主として木造のもの

基

式

コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの・れんが造のもの
個

ｍ

個

㎡

ｍ

橋梁

土留

射場

木造のもの

鉄筋コンクリート造のもの

金属造のもの

鉄筋コンクリート造りのもの

その他のもの

コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの・れんが造のもの

その他のもの

コンクリート造又はコンクリートブロック造

石造のもの

合成樹脂造・金属造・木造・生垣

鉄筋コンクリート造

鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの

鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの・石造のもの

構造種別

岸壁

トンネル

その他の緑化施設及び庭園

その他のもの

金属造、木造

アスファルト敷又は木れんが敷のもの

石造

コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの

メッシュフェンス・コンクリート造・コンクリートブロック造

金属造・木造のもの

その他の緑化施設及び庭園

用水池



２－３　【工作物】

資産の管理単位 数量単位 耐用年数構造種別

20

40

電信装置 式 20

無電塔 基 45

30

45

50

15

起重機 基 45

昇降機 基 30

25

10

50

42

15

50

20

10

10

15

30

15

40

45

50

20

ｍ

基

金属造のもの

コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの

金属造のもの

その他のもの

個

本

式

石造のもの・その他のもの

その他給排水設備：給湯設備、衛生器具設備、ガス設備、雨水利用散水設備等

その他電気設備：幹線設備、動力設備、コンセント設備、時計設備、防犯設備、
受変電設備、発電設備、構内配電線路等

基

競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもので、他の区分に属さないもの

土造のもの・コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの・れんが造のもの

本

学校用のネット設備 個

金属造のもの

木造のもの

合成樹脂造のもの

その他もの

鉄柱

鉄筋コンクリート柱

木柱

れんが造のもの（その他のもの）

その他のもの

金属造のもの

放送用又は無線通信用のもの（円筒空中線式のもの）

諸標

雑工作物

灯台

かま及びろ

電柱

鉄塔・やぐら

鉄筋コンクリート造

木造

軌条及びその付属品
軌道

30



２－４　【立竹木】

細目 数量単位 耐用年数

－ ㎥ －

資産の管理単位

立竹木



２－５　【船舶】

12

　汽　船 9

　帆　船 その他のもの 14

　作業船 漁　船 6

　雑　船 その他のもの 10

9

7

漁　船

構造種別

総トン数が五百トン以上のもの

総トン数が五百トン未満のもの鋼船

木船

資産の管理単位

強化プラスチック船

隻

数量単位 耐用年数

その他のもの

軽合金船



２－６　【浮標等】

資産の管理単位 数量単位 耐用年数

20

15

50

20

30

10

20

15木造のもの

個

個

個

浮標

浮桟橋

浮ドック

金属造のもの

木造のもの

鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの・石造のもの

金属造りのもの

コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの

木造のもの

金属造のもの

構造種別



２－７　【航空機】

資産の管理単位 数量単位 耐用年数

10

8

5

5

回転翼航空機 5

滑空機その他 5

構造種別

　　　最大離陸重量が五・七トン以下のもの 機

ヘリコプター、ジャイロプレイン等

飛行船等他の種目に属しないもの

飛行機

主として金属製のもの

その他のもの

　　　最大離陸重量が百三十トンを超えるもの

　　　最大離陸重量が百三十トン以下のもので五・七トンを超えるもの



３－１　【空港施設】

項目１ 鋳鉄製 鋼鉄製

管理庁舎 ㎡ 38

変電局舎 ㎡ 50

旅客ターミナルビル（ＰＴＢ） ㎡ 34

官用車車庫 ㎡ 34

自転車置場 ㎡ 34

電源局舎 ㎡ 47

スィーパー車用 ㎡ 47

ポンプ室 ㎡ 47

給湯設備 式 15

給水設備 式 15

排水施設 屋内排水設備 式 35

排水設備 式 35

排水設備 （中日本航空前、場周道路（地下）） 式 15

屋外排水設備 式 35

屋外排水設備 （Ｗ６付近のＴ／Ｗ） 式 35

排水路 （ランプ車両通行帯（南側部分）） 式 35

幹線排水 式 35

中江川暗渠 式 35

開渠 式 35

小型水路工 式 35

PU-600 式 35

消火装置 消防水利 （着陸帯内）送水設備 式 15

し尿浄化槽設備 （庁舎） 式 15

浄化槽施設 （ＰＴＢ）ＲＣ造 式 20

浄化槽施設 （ＰＴＢ）FRP製 式 20

冷暖房設備 式 15

暖房設備 式 15

空調換気設備 （ＰＴＢ） 式 15

排煙設備 式 15

換気設備 式 15

消火装置 消火設備 式 15

緊急一斉電話装置 式 10

情報官分電盤 （運用業務室） 式 10

情報官ＩＤＦ （運用業務室） 式 10

構内電話交換機 （庁舎） 式 10

自動火災報知設備 式 10

ＩＴＶ配管設備 （庁舎） 式 10

セキュリティ設備 （庁舎） 式 10

インターホン設備 （庁舎） 式 10

テレビ共聴設備 （庁舎、電源局舎、変電局舎） 式 10

電気時計設備 （庁舎） 式 10

拡声設備 （庁舎） 式 10

運航管理卓 （情報官室） 式 10

防災行政無線局 式 6

FIS設備 （ＰＴＢ） 式 10

電話設備 （庁舎、電源局舎、変電局舎） 式 10

電話設備 （ＰＴＢ） 式 15

通信放送設備 （庁舎） 式 10

通信放送設備 （ＰＴＢ） 式 8

雑屋建

給水施設

工作物

冷暖房装置

鉄筋コ
ンクリー

ト造

資産の管理単位

建物

通信装置

排水施設

浄化装置

排水施設

建物附属設備

都市・交通局航空空港課（名古屋空港事務所）

事務所建

単位

所管課

土造

構造種別ごとの耐用年数

鉄骨鉄
筋コンク
リート造

資産区分

項目２
その他木造石造

金属造
合成樹
脂造

コンク
リート造

コンク
リートブ
ロック

造

れんが
造

建物附属設備



３－１　【空港施設】

項目１ 鋳鉄製 鋼鉄製

鉄筋コ
ンクリー

ト造

資産の管理単位

都市・交通局航空空港課（名古屋空港事務所）

単位

所管課

土造

構造種別ごとの耐用年数

鉄骨鉄
筋コンク
リート造

資産区分

項目２
その他木造石造

金属造
合成樹
脂造

コンク
リート造

コンク
リートブ
ロック

造

れんが
造

予備発用燃料地下タンク （照明変電所、電源局舎） 式 50

予備発用冷却水槽 （照明変電所、電源局舎） 式 50

地下水槽 （Ｗ－１，２間保安道路横） 個 50

貯水槽 消防水利（着陸帯内） 個 50

エレベーター （庁舎） 基 20

エレベーター （ＰＴＢ） 基 17

昇降機 中央エスカレーター （ＰＴＢ） 基 15

電気設備 （ＰＴＢ） 式 15

中央監視設備 （ＰＴＢ） 式 15

防災設備 （ＰＴＢ） 式 20

都市ガス設備 （ＰＴＢ） 式 15

ブラインド設備 （ＰＴＢ） 式 8

ベルトコンベア （ＰＴＢ） 式 12

その他設備 （ＰＴＢ） 式 10

門扉 個 10

門扉 個 10

高さ制限ゲート 個 10

フェンス ｍ 10

職員駐車場フェンス （庁舎） ｍ 10

柵 （ＡＲＴＳ庁舎） ｍ 10

ガードレール ｍ 10

囲障 ｍ 18

花壇 （庁舎） 式 20

張芝 （ショルダー、誘導路、第１駐車場） 式 20

緑地 式 20

築庭 式 20

縁石 （第２駐車場） 式 20

分離帯 道路内 式 20

土留 築堤 式 20

雑工作物 緑化施設 式 20

雑工作物 屋上緑化施設 建物附属設備 式 20

雑工作物 キャノピー施設 式 20

池井 調整池 調整池 個 35

歩道 コンクリート舗装 ㎡ 15

歩道 ㎡ 10

車庫 コンクリート舗装 ㎡ 15

境界ブロック 歩道用 ㎡ 15

道路 ㎡ 10

エプロン ㎡ 15

ショルダー ㎡ 10

着陸帯 ㎡ 10

滑走路 ㎡ 10

誘導路 ㎡ 10

大山川踏掛板 ㎡ 10

工作物

工作物

築庭

貯槽

給水施設

舗床

昇降機

門

囲障

雑工作物

雑工作物

建物附属設備

工作物



３－１　【空港施設】

項目１ 鋳鉄製 鋼鉄製

鉄筋コ
ンクリー

ト造

資産の管理単位

都市・交通局航空空港課（名古屋空港事務所）

単位

所管課

土造

構造種別ごとの耐用年数

鉄骨鉄
筋コンク
リート造

資産区分

項目２
その他木造石造

金属造
合成樹
脂造

コンク
リート造

コンク
リートブ
ロック

造

れんが
造

舗装 駐車場等 ㎡ 10

ＧＳＥ置場 ㎡ 10

場周道路（地下） コンクリート舗装 ㎡ 15

大山川暗渠 （場周道路） 基 60

場周道路橋 （場周道路） 基 45

土留 擁壁 式 50

照明装置 電気設備 建物附属設備 式 15

電灯設備 式 15

屋外照明設備 （庁舎） 式 15

南・北側道路駐車場照明設備 式 15

駐車場照明設備 式 15

道路用街灯 式 15

風向灯 式 15

滑走路灯 式 15

連鎖式閃光灯 式 15

進入灯 式 15

エプロン照明設備 式 15

航空障害灯（味美） 式 15

飛行場灯台 式 15

滑走路末端灯・滑走路末端補助灯 式 15

誘導路灯 式 15

誘導路中心線灯 式 15

進入角指示灯 式 15

共同溝照明 式 15

誘導案内灯 式 15

滑走路距離灯 式 15

滑走路中心線灯 式 15

接地帯灯 式 15

障害灯 （航空障害灯（小牧山）） 式 10

通信ケーブル 式 25

信号ケーブル 式 25

制御ケーブル 式 25

ケーブル 式 25

地下ケーブル （屋外ＭＤＦ－新変電局舎） 式 25

構内電話線路 （スイーパー車車庫） 式 25

構内配線路 （変電局舎用） 式 25

構内配電線路 （スイーパー車車庫） 式 25

電力ケーブル 式 25

電柱 ローカライザー ローカライザー空中線架台 式 45

雑工作物 高圧配電設備 （電源局舎） 式 20

電信装置 構内電話設備 （庁舎） 式 10

避雷設備 （庁舎） 式 15

避雷設備 アース端子接続箱 式 15

衛生器具設備 （庁舎、電源局舎） 式 15

ＯＡフロア （庁舎） 式 10

機械施設管理保全システム （庁舎） 式 10

機械施設管理保全システム 式 10

灯火整備作業所設備 式 20

橋梁

照明装置

工作物

建物附属設備

雑工作物

雑工作物



３－１　【空港施設】

項目１ 鋳鉄製 鋼鉄製

鉄筋コ
ンクリー

ト造

資産の管理単位

都市・交通局航空空港課（名古屋空港事務所）

単位

所管課

土造

構造種別ごとの耐用年数

鉄骨鉄
筋コンク
リート造

資産区分

項目２
その他木造石造

金属造
合成樹
脂造

コンク
リート造

コンク
リートブ
ロック

造

れんが
造

非常用予備発電設備 式 20

高圧受変電設備 （照明変電所） 式 20

灯火電源設備 式 20

間仕切 （電気室） 式 10

管路設備 式 25

ケーブルダクト 式 25

ハンドホール・マンホール 式 25

縁石 式 30

電線管 （小型機用誘導路の下） 式 25

アースリング （国内線エプロンNo.7-15） 式 25

共同溝 式 50

ケーブル保護物 式 25

衛生器具設備 式 15

厨房器具設備 （スイーパー車庫） 式 15

クリアランスチェック鋲 式 50

アース 式 15

アース （３４側アース） 式 25

測風柱 式 40

ケーブルトラフ （３４側） 式 15

ケーブルラック （３４側　露場測器用） 式 25

基礎 式 30

基礎 （３４側　露場測器基礎） 式 15

ケーブル名称板 式 10

騒音監視設備 式 10

気象観測機器 式 5

ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀｰ 式 10

消火器格納箱 式 8

道路反射鏡 式 10

駐車場料金徴収施設 式 15

ILS設備 式 13

立体駐車場 式 34

電気部外設備 （場周道路地下） 式 25

機械設備 （ポンプ室） 式 20

バリカー （アーツ庁舎横） 式 34

車止めブロック 式 30

車止めポスト 式 30

階段 式 10

灯火電力監視制御設備 式 15

区画線 式 15

電気配管 式 15

動力設備 式 20

受電設備 （ＡＲＴＳ庁舎用　電源局舎内） 式 20

動力分電盤（中継端子盤） 分電盤、中継端子盤 式 20

分電盤 （３４測器用） 式 20

ネオンサイン （ＰＴＢ） 基 15

ビジュアルサイン （ＰＴＢ） 基 10

広告看板枠 （ＰＴＢ） 基 10

建物附属設備

工作物雑工作物

　雑工作物



３－１　【空港施設】

項目１ 鋳鉄製 鋼鉄製

鉄筋コ
ンクリー

ト造

資産の管理単位

都市・交通局航空空港課（名古屋空港事務所）

単位

所管課

土造

構造種別ごとの耐用年数

鉄骨鉄
筋コンク
リート造

資産区分

項目２
その他木造石造

金属造
合成樹
脂造

コンク
リート造

コンク
リートブ
ロック

造

れんが
造

境界杭 式 60

標識 式 15

境界鋲 式 10

空港整備表示板 基 15

愛知県観光案内板 基 20

ﾊﾞｽ停留所標識 式 15

工作物諸標



３－２　【土地改良施設（頭首工施設）】

項目１ 項目２ 鋳鉄製 鋼鉄製

頭首工本体
構造物

個 － － － － － － － － －

機械設備
（水門・樋門等）

個 － － － － － － － － －

制御設備 個

雑屋建 管理棟 建物 ㎡ － － － － － － － － －50

7

農林基盤局農地部農地計画課

資産の管理単位
資産区分

コンク
リート造

石造
れんが

造

所管課

14

鉄筋コ
ンクリー

ト造
木造

コンク
リートブ
ロック

造

工作物

土造
単位

 雑工作物

構造種別ごとの耐用年数

鉄骨鉄
筋コンク
リート造

合成樹
脂造

金属造

50



３－３　【道路施設】

項目１ 項目２ 鋳鉄製 鋼鉄製

橋りょう 橋 60 45

本体 箇所

設備 箇所

本体 箇所

設備 箇所

横断歩道橋  基 60 45

本体 箇所

設備 箇所

道路本体構造物 ㎡

Ａｓ ㎡

Ｃｏ ㎡

管路 ｍ

特殊部 基

道路情報提供装置 基

県営駐車場 箇所

道の駅 箇所

設備 箇所

橋梁（上部構造） 橋 60 45

橋梁（下部構造） 基・脚 60 45

トンネル 箇所

駅舎
（本体）

建物 箇所 39 39

電気設備 箇所

昇降設備
（エスカレーター）

基

昇降設備
（エレベーター）

基

単位

75

75

新交通

15

17

15

建物附属設備

資産の管理単位
資産区分

トンネル

地下道

構造種別ごとの耐用年数

鉄骨鉄
筋コンク
リート造

木造
合成樹
脂造

石造
れんが

造

金属造
鉄筋コ
ンク

リート
造

無筋コ
ンク

リート
造

コンク
リートブ
ロック

造

所管課

電線共同溝
50

15

工作物

建設局道路維持課

75

土造

75

15

48

15

15

30

50

15

駐車場

15

地下横断施設
75

15

舗装



３－４　【河川施設】

項目１ 項目２ 鋳鉄製 鋼鉄製

堰（土木施設） 基

堰（電気・機械施設） 式

水門・樋門（土木施設） 基

水門・樋門（電気・機械施設） 式

陸閘 基

排水機場
（土木施設）

基

排水機場
（電気・機械施設）

式

河川浄化施設
（電気・機械施設）

式

遊水地
（電気・機械施設）

式

調節池（電気・機械施設） 式

地下河川（電気・機械施設） 式

水防テレメータシ
ステム

　 式

調節池

調節池（土木施
設）

遊水地本体施設
（転落防止柵、
上面施設など附
帯施設含む）

附帯構造物

49

17

ダム施設

ダム施設（電気・
機械施設）

式 17

5

工作物

17

排水機場

河川浄化施設

遊水地

地下河川

25

地下河川（土木
施設）

ｍ 50

50

17

式

式 49

17

17

49

17

49

25

17

所管課 建設局河川課

構造種別ごとの耐用年数

鉄骨鉄
筋コンク
リート造

鉄筋コ
ンク

リート造

無筋コ
ンク

リート造

コンク
リートブ
ロック

造

木造
れんが

造
合成樹
脂造

土造
金属造

河川本体構造物

堤防・護岸（護
床、落差、魚道、
転落防止柵、管
理用通路など附
帯施設含む）

資産の管理単位
資産区分 単位

石造

ｍ
(片岸）

河川浄化施設
（土木施設）

式 49

ダム施設（転落防止
柵、タラップ、管理用
通路など附帯施設含

む）

式 49



３－５　【砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止施設】

項目１ 項目２ 鋳鉄製 鋼鉄製

砂防えん堤 基

谷止工 基

床固工 基

渓流保全工 ｍ

護岸工 ｍ

地すべり防止施設 区域

急傾斜地崩壊防止施設 区域

砂防システム 式

資産の管理単位
資産区分 単位

50

金属造

50

砂防施設

合成樹
脂造

石造

所管課

木造土造

50

建設局砂防課

構造種別ごとの耐用年数

鉄骨鉄
筋コンク
リート造

鉄筋コ
ンクリー

ト造

無筋コ
ンクリー

ト造

コンク
リートブ
ロック

造

5

工作物

れんが
造

50

50

50

50



３－６　【港湾施設】

項目１ 項目２ 鋳鉄製 鋼鉄製

航路

泊地

防波堤 m(港湾台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

防砂堤
m(港湾台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

防潮堤 m(港湾台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

導流堤
m(港湾台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

護岸
m(港湾台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

堤防 m(港湾台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

突堤
m(港湾台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

胸壁
m(港湾台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

水門 基(港湾台帳
の1施設毎)

閘門
基(港湾台帳
の1施設毎)

岸壁 m(港湾台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

物揚場
m(港湾台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

さん橋
m(港湾台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

けい船護岸 m(港湾台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

船揚場
m(港湾台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

浮桟橋
(鉄板の肉厚10mm以上)

m(港湾台帳
の1施設毎) 20 20

浮桟橋(その他) m(港湾台帳
の1施設毎) 15 15 15 10

係船浮標
浮標等

（事業用資産）
基(港湾台帳
の1施設毎) 50 30 30 25 25 10

臨港道路
m(港湾台帳
の1施設毎)

橋梁 m(港湾台帳
の1施設毎) 60 60 45 45 15

駐車場(コンクリート)
㎡(港湾台帳
の1施設毎)

駐車場(アスファルト)
㎡(港湾台帳
の1施設毎)

航路標識(灯台) 基(港湾台帳
の1施設毎) 50 50 40 40 15

航路標識(立標)
基(港湾台帳
の1施設毎) 60 60 50 50 50 15 15 10 10

航路標識(浮標)
浮標等

（事業用資産）
基(港湾台帳
の1施設毎) 50 50 15 15 10

照明施設
基(港湾台帳
の1施設毎)

倉庫・上屋
棟(港湾台帳
の1施設毎) 31 31 30 30 30 15 14

荷捌・野積(コンクリート)
㎡(港湾台帳
の1施設毎)

荷捌・野積(アスファルト)
㎡(港湾台帳
の1施設毎)

荷捌・野積(砂利・未舗装)
㎡(港湾台帳
の1施設毎)

荷役機械
基(港湾台帳
の1施設毎)

水面貯木場 ㎡(港湾台帳
の1施設毎)

給水施設
基(港湾台帳
の1施設毎)

船舶保管・修理施設
(平地・コンクリート)

㎡(港湾台帳
の1施設毎)

船舶保管・修理施設
(平地・アスファルト)

㎡(港湾台帳
の1施設毎)

船舶保管・修理施設
(平地・砂利未舗装)

㎡(港湾台帳
の1施設毎)

船舶保管・修理施設
(事務所)

棟(港湾台帳
の1施設毎) 50 50 41 41 41 22

船舶保管・修理施設
(工場)

棟(港湾台帳
の1施設毎) 38 38 34 34 34 15 14

船舶保管・修理施設
(艇庫)

棟(港湾台帳
の1施設毎) 38 38 34 34 34 15 14

廃棄物処理施設 廃棄物埋立護岸 m(港湾台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

緑地
㎡(港湾台帳
の1施設毎)

植栽
㎡(港湾台帳
の1施設毎)

野球場 一式(港湾台帳
の1施設毎)

便所
棟(港湾台帳
の1施設毎) 38 38 34 34 34 15 14

17

骨格材4mm超　31
3～4mm　　　　 24
3mm以下　　　 17

15

10

外郭施設

係留施設

15

20

15

25

25

臨港交通施設

48

工作物

所管課

単位

都市・交通局港湾課

構造種別ごとの耐用年数

鉄骨鉄
筋コンク
リート造

鉄筋コ
ンクリー

ト造

無筋コ
ンクリー

ト造

資産区分 合成樹
脂造

土造石造

港湾環境整備施設

航行補助施設

船舶役務用施設

荷捌き施設・
保管施設

工作物

水域施設

れんが
造

資産の管理単位

算定対象外

20

30

金属造

10

算定対象外

算定対象外

コンク
リートブ
ロック

造

木造

工作物

算定対象外

15

15

骨格材4mm超　26
3～4mm　　　　 24
3mm以下　　　 17

10

算定対象外



３－６　【港湾施設】

項目１ 項目２ 鋳鉄製 鋼鉄製

所管課

単位

都市・交通局港湾課

構造種別ごとの耐用年数

鉄骨鉄
筋コンク
リート造

鉄筋コ
ンクリー

ト造

無筋コ
ンクリー

ト造

資産区分 合成樹
脂造

土造石造
れんが

造

資産の管理単位
金属造

コンク
リートブ
ロック

造

木造

事務所
棟(港湾台帳
の1施設毎) 50 50 41 41 41 22

雑屋
棟(港湾台帳
の1施設毎) 50 50 41 41 41 22

計器・システム類 建物附属設備 一式(港湾台帳
の1施設毎)

船舶(鋼)
隻(港湾台帳
の1施設毎)

船舶(アルミ等軽合金)
隻(港湾台帳
の1施設毎)

船舶(FRP)
隻(港湾台帳
の1施設毎)

9

8

12

港湾厚生施設
・管理施設

港湾管理用
移動施設

船舶
（事業用資産）

建物

7



３－７　【漁港施設】

項目１ 項目２ 鋳鉄製 鋼鉄製

航路

泊地

防波堤 m(漁港台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

防砂堤
m(漁港台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

防潮堤 m(漁港台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

導流堤
m(漁港台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

護岸
m(漁港台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

堤防 m(漁港台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

突堤
m(漁港台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

胸壁
m(漁港台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

水門 基(漁港台帳
の1施設毎)

閘門
基(漁港台帳
の1施設毎)

岸壁 m(漁港台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

物揚場
m(漁港台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

さん橋
m(漁港台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

けい船護岸 m(漁港台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

船揚場
m(漁港台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

浮桟橋
(鉄板の肉厚10mm以上)

m(漁港台帳
の1施設毎) 20 20

浮桟橋(その他) m(漁港台帳
の1施設毎) 15 15 15 10

係船浮標
浮標等

（事業用資産）
基(漁港台帳
の1施設毎) 50 30 30 25 25 10

臨港道路
m(漁港台帳
の1施設毎)

橋梁
m(漁港台帳
の1施設毎) 60 60 45 45 15

駐車場(コンクリート)
㎡(漁港台帳
の1施設毎)

駐車場(アスファルト)
㎡(漁港台帳
の1施設毎)

コンクリート敷 ㎡(漁港台帳
の1施設毎)

アスファルト敷
㎡(漁港台帳
の1施設毎)

砂利敷・未舗装
㎡(漁港台帳
の1施設毎)

航路標識(灯台) 基(漁港台帳
の1施設毎) 50 50 40 40 15

航路標識(立標)
基(漁港台帳
の1施設毎) 60 60 50 50 50 15 15 10 10

航路標識(浮標)
浮標等

（事業用資産）
基(漁港台帳
の1施設毎) 50 50 15 15 10

照明施設 基(漁港台帳
の1施設毎)

緑地 ㎡(漁港台帳
の1施設毎)

植栽
㎡(漁港台帳
の1施設毎)

事務所 棟(漁港台帳
の1施設毎) 50 50 41 41 41 22

雑屋
棟(漁港台帳
の1施設毎) 50 50 41 41 41 22

計器・システム類 建物附属設備
一式(漁港台帳

の1施設毎)

漁港厚生施設
・管理施設

15

漁港環境整備施設
20

20

8

雑工作物

10

15

算定対象外

所管課

単位

水域施設

資産の管理単位
資産区分

工作物

外郭施設

荷捌地・野積
場・

加工場等

係留施設

臨港交通施設

15

10

48

都市・交通局港湾課

構造種別ごとの耐用年数

鉄骨鉄
筋コンク
リート造

鉄筋コ
ンクリー

ト造

無筋コ
ンクリー

ト造

コンク
リートブ
ロック

造

木造
合成樹
脂造

土造石造
れんが

造

金属造

建物

工作物

工作物

算定対象外

算定対象外

25

25



３－８　【海岸保全施設】

項目１ 項目２ 鋳鉄製 鋼鉄製

防潮堤
m(海岸台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

堤防
m(海岸台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

胸壁
m(海岸台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

防砂堤
m(海岸台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

導流堤
m(海岸台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

離岸堤
m、基(海岸台帳

の1施設毎) 50 30 30 50

潜堤
m、基(海岸台帳

の1施設毎) 50 30 30 50

護岸
m(海岸台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

突堤
m(海岸台帳
の1施設毎) 50 30 30 50 25 25

水門
基(海岸台帳
の1施設毎)

樋門
基(海岸台帳
の1施設毎)

陸閘
基(海岸台帳
の1施設毎)

建物(事務所) 建物
棟(海岸台帳
の1施設毎) 50 50

システム設備
一式(海岸台帳

の1施設毎)

電気設備
一式(海岸台帳

の１施設毎)

冷暖房設備
一式(海岸台帳

の１施設毎)

給排水施設
一式(海岸台帳

の１施設毎)

※　農林基盤局農地部農地計画課所管の海岸保全施設においては、項目１を「雑工作物」とし、単位は「個」とする。

15

防災情報
システム

15

建物附属設備

25

8

13

25

25

工作物

土造
金属造

所管課

単位
石造

れんが
造

農林基盤局農地部農地計画課、建設局河川課、都市・交通局港湾課

構造種別ごとの耐用年数

木造
合成樹
脂造

海岸保全施設
（※）

資産の管理単位
資産区分 無筋コ

ンク
リート造

コンク
リートブ
ロック

造

鉄骨鉄
筋コンク
リート造

鉄筋コ
ンク

リート造



３－９　【下水道施設（公営企業会計に係るものを除く。）】

項目１ 項目２

下水道科学館 建物 m2 50 50 41 41 38 38 30 － － －

電気設備 箇所

機械設備（昇降機設備以外） 箇所

昇降機設備 基

場内道路 式

門・囲障 式 － 30 － － － － － 10 － －

倉庫・材料置き場 式 － 50 － － － － － 35 － －

場内施設 式

下水道科学館工作物 展示施設 工作物 箇所

場内整備
工作物

（土木構造物・付帯設備）

15

50

10

建物附属設備

15

15

17

鉄骨コ
ンク

リート造
鉄骨造

軽量鉄
骨造

金属造
合成樹
脂造

木造

所属課 建設局下水道課

資産の管理単位
資産区分 単位

構造種別

鉄骨鉄筋
コンクリー

ト造

鉄筋コン
クリート

造

無筋コ
ンク

リート造

コンク
リートブ
ロック

造



３－１０　【都市公園施設（事業用資産）】

項目１ 項目２ 鋳鉄製 鋼鉄製

園路（コンクリート、レンガ、石） ｍ
２

園路（アスファルト等） ｍ
２

園路（橋） ｍ２ 50 40 10 15

広場 ｍ２

修景施設 庭園等 ｍ
２

休養施設建物 建物 ｍ
２

ベンチ等（木製以外） 箇所

ベンチ等（木製） 箇所

遊具（金属製） 箇所

遊具（木製） 箇所

遊具（金属製及び木製以外） 箇所

野球場 ｍ
２

陸上競技場 ｍ２

テニス ｍ２

水泳プール ｍ
２

スケート場 ｍ
２

ゴルフ場 ｍ
２

ゲートボール ｍ２

弓場 ｍ２

球技場 ｍ
２

運動施設建物 ｍ
２

運動器具倉庫 ｍ
２

スタンド（鉄骨鉄筋・鉄筋） ｍ２

スタンド（鉄骨造） ｍ２

スタンド（木造） ｍ
２

植物園等（建物除く） 工作物 ｍ
２

野鳥観察所等（木製） ｍ
２

教養施設建物 ｍ２

便所 ｍ２

売店・飲食店等 ｍ
２

時計台 基

駐車場（コンクリート、レンガ、石） ｍ
２

駐車場（アスファルト等） ｍ２

立体駐車場 ｍ２ 50 40 10 15

管理事務所・詰所 ｍ２

倉庫・車庫・自転車置場 ｍ
２

ガス設備 箇所

水質浄化施設 箇所

貯水施設 箇所

循環設備 箇所

エレベーター 基

柵・フェンス ｍ

側溝・暗渠等 ｍ

給水管 ｍ

擁壁 ｍ

護岸 ｍ
２

門 箇所

標識 基

受変電・弱電設備 箇所

照明施設 基

ケーブル ｍ

その他電気設備 箇所

15

38

17

15

15

15

27

60

30

工作物

工作物

工作物

工作物

建物

建物

建物

30

50

41

17

50

遊戯施設 7

10

休養施設 15

7

38 22

10

2241

4540

24

34

18

15

15

18

30

60

15

18

41

10

38

22

45

15

50

24

22

18

単位

30

30

石造

19

45

30

30

30

19

60 40

47

30

41

34

22 24

30

7

運動施設

30

30

47 38

20

17 15

38 19

都市・交通局都市基盤部公園緑地課

構造種別ごとの耐用年数

鉄骨鉄
筋コンク
リート造

鉄筋コ
ンクリー

ト造

無筋コ
ンクリー

ト造

コンク
リートブ
ロック

造

れんが
造

便益施設

60

所管課

木造土造
金属造

園路広場

合成樹
脂造

資産の管理単位
資産区分

15

15

建物附属設備

20

管理施設

10

20

20

15

教養施設



３－１０　【都市公園施設（事業用資産）】

項目１ 項目２ 鋳鉄製 鋼鉄製

単位
石造

都市・交通局都市基盤部公園緑地課

構造種別ごとの耐用年数

鉄骨鉄
筋コンク
リート造

鉄筋コ
ンクリー

ト造

無筋コ
ンクリー

ト造

コンク
リートブ
ロック

造

れんが
造

所管課

木造土造
金属造

合成樹
脂造

資産の管理単位
資産区分

展望台 箇所

備蓄倉庫 箇所

発電施設 箇所

耐震性貯水槽 箇所 25 15

2250 41

15

24

38 34
その他の施設

50 30

17

42



３－１１　【道路交通法上の工作物】

項目１ 項目２ 鋳鉄製 鋼鉄製

交通信号機
プログラム多段式（交差点用）

個

交通信号機
押しボタン式（横断歩道用）

個

交通信号機
一灯点滅式

個

交通信号機
その他（踏切用、トンネル用）

個

道路標識
大型

個

道路標識
路側式

個

交通管制機器
中央装置

個

交通管制機器
端末装置（車両感知器）

個

交通管制機器
端末装置（交通情報提供装置）

個

交通管制機器
端末装置（交通流監視カメラ等）

個

パーキングメーター 個

19

10

19

15

工作物

所管課

単位 合成樹
脂造

資産区分

構造種別ごとの耐用年数

土造 木造

15

19

資産の管理単位
鉄筋コ
ンクリー

ト造

コンク
リート造

19

鉄骨鉄
筋コンク
リート造

10

コンク
リートブ
ロック

造

雑工作物

19

警察本部施設課

金属造
石造

れんが
造

19

19



３－１２　【防災空港施設】

項目１ 項目２

倉庫建 防災倉庫兼一時退避所 建物 ㎡ 31 15 24 15

照明装置 電灯設備 式

電信装置 電話設備等 式

給水施設 給水設備 式

排水設備 式

災害用トイレ設備
・その他排水施設

工作物 式

浄化装置 浄化槽 式

消火装置 消火設備等 式

冷暖房装置 換気設備 式

電気設備等 式

衛生器具設備 式

メッシュフェンス m

その他囲障 m 30

照明装置 電灯設備 式

給水施設 給水施設 式

池井 調整池等 個

着陸帯 ㎡

舗床 ㎡

土留 築堤 式 20

諸標 金属造 本 20

電柱 本 15

バリカー 式

鉄骨鉄筋
コンクリー

ト造

鉄筋コン
クリート造

コンクリー
ト造

コンクリー
トブロック

造

42

34

土造
軽量鉄骨

造
金属造

合成樹脂
造

所管課 防災安全局防災危機管理課、災害対策課

資産の管理単位
資産区

分
単位

構造種別ごとの耐用年数

木造 その他れんが造 石造

38 34

建物附
属設備

20

20

25

排水施設

30

30

20

20

雑工作物

30

20

25

40

舗床

10

15 10

40

建物附
属設備

30

20

雑工作物

工作物

囲障

15

15 10



４　【無形固定資産】

特許権 8

商標権 10

実用新案権 5

意匠権 7

10

8

ソフトウェア 5

地上権 ㎡ －

地役権 ㎡ －

鉱業権 ㎡ －

温泉権 ㎡ －

永小作権 ㎡ －

漁業権 ㎡ －

入漁権 ㎡ －

租鉱権 ㎡ －

採石権 ㎡ －

入会権 ㎡ －

著作権 件 －

資産の管理単位

育成者権
種苗法（平成十年法律第八十三号）第四条第二項に規定する品種

その他

細目 数量単位 耐用年数

件



５　【その他債権等】

資産の管理単位 数量単位 耐用年数

信託受益権 件 －－

細目



　資産の異動による複式仕訳 別紙２

異動事由 借方 貸方 仕訳する金額

（１） 購入 ＢＳ本資産取得価額 ＢＳ現金 取得価額
（２） 受贈 ＢＳ本資産取得価額 ＰＬ固定資産受贈益 取得価額
（３） 除却 ＢＳ減価償却累計額 ＢＳ本資産取得価額 減価償却累計額

ＰＬ固定資産除却損 ＢＳ本資産取得価額 帳簿価額
（４） 売却 売却額＞帳簿価額 ＢＳ減価償却累計額 ＢＳ本資産取得価額 減価償却累計額

ＢＳ現金 ＢＳ本資産取得価額 帳簿価額
ＢＳ現金 ＰＬ固定資産売却益 売却額－帳簿価額

売却額＝帳簿価額 ＢＳ減価償却累計額 ＢＳ本資産取得価額 減価償却累計額
ＢＳ現金 ＢＳ本資産取得価額 帳簿価額

売却額＜帳簿価額 ＢＳ減価償却累計額 ＢＳ本資産取得価額 減価償却累計額
ＢＳ現金 ＢＳ本資産取得価額 売却額

ＰＬ固定資産売却損 ＢＳ本資産取得価額 帳簿価額－売却額
（５） 譲与 譲与 ＢＳ減価償却累計額 ＢＳ本資産取得価額 減価償却累計額

ＰＬ固定資産譲与損 ＢＳ本資産取得価額 帳簿価額
（６） 交換 評価額＞帳簿価額 ＢＳ土地取得価額 ＢＳ土地取得価額 帳簿価額

＊土地を対象 ＢＳ土地取得価額 ＰＬ固定資産売却益 評価額－帳簿価額
＊等価交換を想定 評価額＝帳簿価額 ＢＳ土地取得価額 ＢＳ土地取得価額 帳簿価額

評価額＜帳簿価額 ＢＳ土地取得価額 ＢＳ土地取得価額 評価額
ＰＬ固定資産売却損 ＢＳ土地取得価額 帳簿価額－評価額

（７） 勘定科目変更 変更前勘定科目 ＢＳ減価償却累計額 ＢＳ本資産取得価額 減価償却累計額
ＢＳ内部取引 ＢＳ本資産取得価額 帳簿価額

変更後勘定科目 ＢＳ本資産取得価額 ＢＳ減価償却累計額 減価償却累計額
ＢＳ本資産取得価額 ＢＳ内部取引 帳簿価額

（８） 管理事業等変更 資産の減 ＢＳ減価償却累計額 ＢＳ本資産取得価額 減価償却累計額
ＢＳ内部取引 ＢＳ本資産取得価額 帳簿価額

資産の増 ＢＳ本資産取得価額 ＢＳ減価償却累計額 減価償却累計額
ＢＳ本資産取得価額 ＢＳ内部取引 帳簿価額

（９） 仮勘定精算 ＢＳ本資産取得価額 ＢＳ仮勘定 仮勘定精算額
（10） 仮勘定整理 ＰＬ費用勘定科目 ＢＳ仮勘定 費用となる額
（11） 減価償却 ＰＬ減価償却費 ＢＳ減価償却累計額 減価償却費
（12） 立竹木評価差額 評価額＞帳簿価額 ＢＳ立竹木評価額 ＢＳ立竹木評価差額金 評価額－帳簿価額

評価額＜帳簿価額 ＢＳ立竹木評価差額金 ＢＳ立竹木評価額 帳簿価額－評価額
（13） 過年度損益修正 資産の減 ＢＳ減価償却累計額 ＢＳ本資産取得価額 減価償却累計額

ＰＬ過年度損益修正損 ＢＳ本資産取得価額 帳簿価額
資産の増 ＢＳ本資産取得価額 ＢＳ減価償却累計額 減価償却累計額

ＢＳ本資産取得価額 ＰＬ過年度損益修正益 帳簿価額

備考 １　ＢＳは貸借対照表、ＰＬは行政コスト計算書を示す。
２　本資産は仮勘定以外の対象勘定科目となる。（土地、建物、工作物等）
３　帳簿価額とは、取得価額から減価償却累計額を差し引いた額。
４　交換における帳簿価額と評価額の差は、固定資産売却益・固定資産売却損とする。
５　仮勘定整理とは、契約単位に発生する全ての支出（前払金、部分払金等）を一旦仮勘定として扱い、契約完了前に仕訳を行い費用と


